
Ｈ３０年度 島根県介護保険サービス事業者集団指導

変更届

・変更日から１０日以内
・運営規程中「従業者の職種・員数及び職務の内容」に関する変更につ
いては、４月の配置状況を前年度４月の配置状況と比較して、増減があ
る場合に５月末までに届出を行ってください（※１）

加算届（※２）
届出が受理された日の翌月から算定（月の初日の場合はその月から算
定）

（※１）介護老人保健施設、介護医療院は、「従業者の職種、員数及び職務内容」の変更は変更
許可事項になりますので、変更の都度、変更許可申請を提出してください。

（※２）短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護保険施設

・上記のほか、新規指定、指定更新、指定の変更等の手続きについては、県
ホームページに掲載している「申請・届出の手引き」を確認してください。
・各種届出に必要な提出書類等は、「申請・届出の手引き」を確認してください。

（１）各種届出の提出締切

施設サービス資料５
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Ｈ３０年度 島根県介護保険サービス事業者集団指導（施設サービス）

・ 変更届等に添付される従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表は、県ホーム
ページに掲載する様式を使用してください。

・ 記入に当たっては、様式の備考欄を参照してください。

・ 常勤者が通常勤務すべき時間数（週の勤務時間）を記入すること。
・夜勤時間帯を記入すること（特定施設入居者生活介護は不要）。
・ 勤務時間ごとの区分（「日勤」「早出」「遅出」「準夜勤」「深夜勤」等）を記入すること。
・ 「週平均の勤務時間」欄は、１月の合計勤務時間に７／（当月の日数）を乗じ、小数点第２位以
下を切り捨てること。
・ 「勤務形態の区分」は、Ａ：常勤で専従 Ｂ：常勤で兼務 Ｃ：常勤以外で専従 Ｄ：常勤以外で兼務と
して記入すること。

・ 常勤換算が必要なものについては、Ｂ～Ｄの「週平均の勤務時間」をすべて足し、常勤の従業者
が週に勤務すべき時間数で割ったものにＡの人数を加えて「常勤換算後の人数」を算出すること
（小数点第２位以下を切り捨て）。
・ 同一事業所内で兼務をしている場合は、職種ごとに行を分けて記載すること。
・併設事業所との間で職員を兼務させている場合は併設事業所の勤務時間は除いて作成する
こと（ただし、短期入所生活介護事業所を併設する場合は勤務時間を除く必要はない）。

・ ユニット型施設の介護職員又は介護職員と同様のケアを行う看護職員は、ユニット毎に一行あけ、
職種欄にユニット名を明記し、ユニット別に記載すること。

記載上の留意点

（２）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表について
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Ｈ３０年度 島根県介護保険サービス事業者集団指導（施設サービス）

・職員の員数を算定する場合の入所者（利用者）数の算定方法における「前年度の平均値」は、当
該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平
均を用いる。この場合、入所者数等の平均は、前年度の全入所者数の延数を当該年度の日数で除
して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるもの
とする。
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」
「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運
営に関する基準について」
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」

前年度の入所者延数

人

÷ ＝

前年度の日数

日

入所者数

人

（小数点第2位以下切り上げ）

・ 職員の員数を算定する場合に用いる入所者（利用者）数については、「前年度の平均
値」を用いることになっていますので、毎年度確認を行い、適正な人員数を確保してく
ださい。

入所者（利用者数）の前年度平均値

（３）前年度の平均入所者（利用者）数について
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Ｈ３０年度 島根県介護保険サービス事業者集団指導（施設サービス）

・入所者（利用者）に対する介護保険サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、
入所者（利用者）の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
「指定介護老人福祉移設の人員、設備及び運営に関する基準」
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」
「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運
営に関する基準」
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」

・ 介護保険サービスを提供している間に事故が発生した場合は、市町村へ事故報
告書を提出してください。

（４）事故報告書の提出について
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・ 法令や基準、加算等について
ご不明な点がございましたら、
ＦＡＸ質問票によりご照会ください。

掲載先（島根県ホームページ）

トップ > 医療・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 
介護保険【事業者向け】 > 施設サービス
【施設サービス掲示板】内

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/si/

質問票送付先 FAX番号：０８５２－２２－５２３８

Ｈ３０年度 島根県介護保険サービス事業者集団指導（施設サービス）

（５）質問票の活用について
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